
 

 

 

 

 

 

 

令和７年度第１回 

定期監査結果報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

多治見市監査委員 
 

 



 

 

監査結果 

 

 

令和７年８月14日付け多監第32号により多治見市長に通知した監査について、次の

とおり決定する。 

 

令和７年11月12日 

 

多治見市監査委員 尾関 惠一 

 

 

同     片山 竜美 

 

 

第１ 監査基準    多治見市監査基準に準拠 

 

第２ 監査の種類 

  地方自治法第199条第４項の規定に基づく定期監査 

 

第３ 監査の期日 

  令和７年10月21日、22日 

 

第４ 監査の対象部署 

１．市民福祉部：福祉課、高齢福祉課、保険年金課、市民課 

２．教育委員会：教育総務課、教育推進課、教育研究所、食育推進課、文化財保護

センター 

３．こども健康部：こども家庭課、保育幼稚園課、保健センター 

４．議会事務局 

５．会計課 

６．監査委員事務局、選挙管理委員会事務局、公平委員会事務局、固定資産評価審

査委員会事務局 

 

第５ 監査の対象事務 

令和６年７月１日から令和７年６月30日までにおける財務に関する事務及びその

他の事務の執行 



 

 

第６ 監査の実施内容 

監査の対象部署からあらかじめ提出された資料及び関係書類に基づき、所管の長

及び関係職員から説明を聴取し、財務に関する事務事業が効果的、合理的かつ経済

的に実施されているかを主眼とし、証拠書類の照合調査等通常実施すべき監査手続

を実施したほか、必要と認められるその他の監査手続きを実施した。 

この監査のため、対象部署及び財政課に対し提出を求めた主な資料は次のとおり

である。 

１．事業及び事務の執行状況説明書 

２．予算重点施策説明書 

３．負担金補助及び交付金明細書 

４．工事請負費明細書 

５．支出命令書及び契約書等の関係書類（抽出分） 

 

第７ 監査の結果 

 監査の結果、財務に関する事務事業は、おおむね適正に執行され、効率的かつ公

正な運営が確保されていると認めた。 

なお、軽易な事項についてはその都度口頭で指摘したが、意見書に記すべき要望

事項は特になかった。 

 


